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第３２回災害対策本部員会議での知事の主な発言 

 

１．会議冒頭の発言 

 

〇 昨日、内灘町とかほく市の液状化現象や避難所などを中

心に、詳しく現地の状況を確認した。 

 

液状化現象は、エリア一帯で面的に対策を講じていくこ

とが不可欠である。まずは、国の知見もお借りして、調査・

分析を急ぐ必要がある。 

 

そのうえで、国にお願いしなければならないこと、県が

引き受けること、市町でできることを仕分けしたうえで復

旧を進めていかなければならない。 

 

液状化現象については、改めて、来週の２月５日（月）

に、内灘町を事例とした県民記者会見を開き、現状と課題

を報告する。 

 

また、内灘町の避難所の皆さんが求めていたのも、やは

り「水」と「住まい」である。上下水道一体での一日も早

い応急復旧と、さらなる仮設住宅の建設に向けて、調整・

準備を加速してほしい。 

 

さらに、かほく市の基幹産業である繊維産業の事業所も

被災している。政府の支援パッケージに盛り込まれた様々

なメニューも活用し、きめ細かな支援をお願いしたい。 

 

〇 応急的な住まいについては、現在、応急仮設住宅の建設

を急ピッチで進めるとともに、みなし仮設住宅と公営住宅

への入居を加速させている。 



  このうち、みなし仮設住宅については、これまで県内の

賃貸物件を対象としてきたが、新たに、富山県で 

１，５００戸 ・井県県で１，２００戸 ・新県県で１，０００

戸、合計して３，７００戸も対象に追加する。 

これにより、県内の４，３００戸と合わせ、みなし仮設

住宅を８，０００戸確保する。 

 

また、能登には、元々、空き家も多いことから、これを

被災者の住まいとして活用すべく、空き家の所有者や宅建

業の方々と協力していく取り組みを開始する。 

 

 加えて、今般、北陸財務局の宿舎１００戸程度を応急的

な住まいとして提供いただけることとなった。財務省に心

から感謝申し上げる。 

 

 みなし仮設住宅の隣県等への対象拡大と、北陸財務局宿

舎への入居者募集は、来週２月５日(月)からの予定である。

詳細が決まり次第、資料提供する。 

 

〇 被災地での一般の方々によるボランティアについては、

本日時点で、１万８千人を超える方々に事前登録いただい

ており、心から感謝申し上げる。 

 

甚大な被害が発生した６市町のうち、七尾市、穴水町、

志賀町の１市２町では、１月２７日（土）から、連日８０

名程度の一般ボランティアの方々に活動していただいて

いる。 
 
今般、珠洲市と中能登町においても、少しずつ、災害ゴ

ミの片づけや運搬などのニーズが寄せられてきた。２月３

日（土）からの活動開始に向け、本日、事前登録者の中か

ら募集を開始した。 

 



このほか、輪島市や能登町においても、引き続きニーズ

調査を行っている。受け入れ体制が整い次第、募集を開始

する。 
 

何度も申しあげるが、ニーズ調査が完了した箇所から

徐々にボランティアを受け入れることになっている。ボラ

ンティアを希望される方には、まずは事前登録を行ってい

ただきたい。そして、登録いただいた方には、順次、募集

状況をお知らせしていくので、お待ちいただきたい。 
 
当面、一般ボランティアの方には、金沢からバスでまと

まって被災地に入っていただく。したがって、個人的なボ

ランティアで、個別に能登に入ることは、道路状況や安全

上の問題から、お控えいただきたい。 
 
〇  義援金については、今月４日の受付開始以来、既に 

１７０億円近くまで達している。国内外の皆さまからの善

意に対し、改めて、県民を代表して心から感謝申し上げる。 
 

これを被災者の皆さんにいち早くお届けするため、明日、

被災市町や有識者、関係団体等で構成する配分委員会を開

催する。 
 
 

２．会議最後の発言 

 

〇 被災地では、未だに、車中や、倒壊した家屋に避難され

ている被災者が散見される。市町職員の皆さんが中心とな

って、２次避難やみなし仮設住宅、公営住宅への入居を粘

り強く勧めていただいているとは思うが、県としても、こ

れを側面支援してください。 

 

〇 引き続き、更なる応急仮設住宅の建設に向けて、調整・

準備を加速してください。あわせて、応急仮設住宅、みな



し仮設住宅、公営住宅など、住まいの支援内容について、

高齢者や障害者の方にも分かりやすい広報をお願いする。 

 

〇 ３月１６日の北陸新幹線県内全線開業が迫る中、小松

市・加賀市のホテル・旅館の２次避難所としての運営の長

期化を避けなければならない。 

 

被災者の皆さんが、お住まいの在り方についてどういっ

たニーズをお持ちなのか、例えば、水道が復旧した段階で

自宅に戻られるのか、みなし仮設住宅に入られるのか、あ

るいは応急仮設住宅に入られるのか、などについての意向

を確定させていくことやマッチングが、市町との間で必要

である。調整を急いでください。 

 

〇 明日は発災から１カ月を迎える。明日１０時３０分から

県民記者会見を開催し、これまでの取り組みと復旧状況を

振り返りたい。 


